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消防法施行規則の一部を改正する省令等の公布について 

 

 消防法施行規則の一部を改正する省令（令和６年総務省令第５号。以下「改正省令」とい

う。）及び消防法施行規則第三十三条の十七第三項の規定に基づく工事整備対象設備等の

工事又は整備に関する講習の実施に関し必要な細目の一部を改正する件（令和６年消防庁

告示第３号。以下「改正告示」という。）が令和６年１月 26日に公布されました。 

今回の改正は、「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」（令和４年６月３

日デジタル臨時行政調査会）により、対面講習は原則としてオンライン化することとされ

たことに伴い、消防法（昭和 23年法律第 186 号）第 17条の 10に規定する工事整備対象設

備等の工事又は整備に関する講習（以下「消防設備士講習」という。）についても、都道

府県からの意見も踏まえ、オンライン化への対応として、オンライン講習を行う指定講習

機関（同法第 17 条の 11 第１項に規定する指定講習機関をいう。以下同じ。）を新たに指

定できるようにする必要があることから、消防法施行規則（昭和 36年自治省令第６号。以

下「規則」という。）等を改正し、消防設備士講習に係る指定講習機関の指定基準等を規

定するものです。 

貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとともに、各

都道府県知事におかれましては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を処理する一部事務

組合等を含む。）に対しても、この旨周知されるようお願いします。 

 

記 

 

第一 改正省令に関する事項 

１ 消防設備士講習に係る指定講習機関の指定基準について 

以下のとおり定めることとしたこと（改正省令による改正後の規則（以下「新規則」

という。）第 33条の 17の２関係）。 

・ 指定講習機関の指定は、消防設備士講習を行おうとする法人の申請により行うこ

と 

殿 



・ 指定を受けようとする法人が総務大臣に提出する申請書及び添付書類（定款及び

登記事項証明書等）を定めること 

・ 総務大臣は、指定を受けようとする法人が、オンライン講習ができる体制を有して

いること等の要件を満たしていると認めるときでなければ指定をしてはならないこ

と 

・ 総務大臣は、指定を受けようとする法人が、一般社団法人又は一般財団法人以外の

者であること等の要件に該当するときは、指定をしてはならないこと 

・ 総務大臣は、指定講習機関を指定したとき及び指定講習機関から名称等の変更の

届出があったときは、その法人の名称等を公示しなければならないこと 

 

２ 指定講習機関の運営等に関する事項について 

講習頻度、指定講習機関の役員等の守秘義務等の指定講習機関の運営等に関する事

項について、規則第１条の４に規定する防火管理講習に係る登録講習機関の運営等に

関する事項に準じて規定することとしたこと（新規則第 33条の 17の２関係）。 

 

３ その他、所要の改正を行うこととしたこと。 

 

第二 改正告示に関する事項 

 効果測定について、講習科目ごとに行うことができることを明確化したほか、オンラ

イン化に対応した消防設備士講習の修了証明の方法として、修了証の発行を追加する等

の規定の整備を行うこととしたこと（改正告示による改正後の消防法施行規則第三十三

条の十七第三項の規定に基づく工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習の実施

に関し必要な細目第二、第三、第四及び別記様式第一関係）。 

 

第三 施行期日に関する事項 

 改正省令及び改正告示は、公布の日から施行することとしたこと（改正省令附則第１

項及び改正告示附則関係）。 

 

第四 消防法及び石油コンビナート等災害防止法の規定に基づく民間事業者等が行う書面

の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部改正に関する事項 

 新規則第 33条の 17の２第８項で準用する同令第１条の４第 16項の規定に基づき、消

防設備士講習に係る指定講習機関が保存等する必要がある帳簿について、電磁的記録に

よることができるようにするため、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の規定に

基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則

（平成 17 年総務省令第 38 号）別表第１及び別表第３について所要の規定の整備を行う

こととしたこと（改正省令附則第２項）。 

 



○
総
務
省
令
第
五
号

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
十
七
条
の
三
の
三
及
び
第
十
七
条
の
十
の
規
定
に
基
づ
き
、
並

び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
消
防
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
一
月
二
十
六
日

総
務
大
臣

松
本

剛
明

消
防
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以

下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

（
消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
点
検
及
び
報
告
）

（
消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
点
検
及
び
報
告
）

第
三
十
一
条
の
六

［
略
］

第
三
十
一
条
の
六

［
同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

３

防
火
対
象
物
の
関
係
者
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
点
検
を
行
っ
た
結
果
を
、
維
持
台
帳
（
第
三
十
一
条
の
三

３

防
火
対
象
物
の
関
係
者
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
点
検
を
行
っ
た
結
果
を
、
維
持
台
帳
（
第
三
十
一
条
の
三

第
一
項
及
び
第
三
十
三
条
の
十
八
の
届
出
に
係
る
書
類
の
写
し
、
第
三
十
一
条
の
三
第
四
項
の
検
査
済
証
、
第
五

第
一
項
及
び
第
三
十
三
条
の
十
八
の
届
出
に
係
る
書
類
の
写
し
、
第
三
十
一
条
の
三
第
四
項
の
検
査
済
証
、
次
項

項
の
報
告
書
の
写
し
、
消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
工
事
、
整
備
等
の
経
過
一
覧
表
そ
の
他
消
防

の
報
告
書
の
写
し
、
消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
工
事
、
整
備
等
の
経
過
一
覧
表
そ
の
他
消
防
用

用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
維
持
管
理
に
必
要
な
書
類
を
編
冊
し
た
も
の
を
い
う
。
）
に
記
録
す
る
と

設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
維
持
管
理
に
必
要
な
書
類
を
編
冊
し
た
も
の
を
い
う
。
）
に
記
録
す
る
と
と

と
も
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
ご
と
に
消
防
長
又
は
消

も
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
ご
と
に
消
防
長
又
は
消
防

防
署
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
殊
消
防
用
設
備
等
に
あ
っ
て
は
、
第
三
十
一
条
の
三
の
二

署
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
殊
消
防
用
設
備
等
に
あ
っ
て
は
、
第
三
十
一
条
の
三
の
二
第

第
六
号
の
設
備
等
設
置
維
持
計
画
に
定
め
る
点
検
の
結
果
に
つ
い
て
の
報
告
の
期
間
ご
と
に
報
告
す
る
も
の
と
す

六
号
の
設
備
等
設
置
維
持
計
画
に
定
め
る
点
検
の
結
果
に
つ
い
て
の
報
告
の
期
間
ご
と
に
報
告
す
る
も
の
と
す

る
。

る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

［
４
～
８

略
］

［
４
～
８

同
上
］

（
工
事
整
備
対
象
設
備
等
の
工
事
又
は
整
備
に
関
す
る
講
習
）

（
講
習
）

第
三
十
三
条
の
十
七

消
防
設
備
士
は
、
免
状
の
交
付
を
受
け
た
日
以
後
に
お
け
る
最
初
の
四
月
一
日
か
ら
二
年
以

第
三
十
三
条
の
十
七

消
防
設
備
士
は
、
免
状
の
交
付
を
受
け
た
日
以
後
に
お
け
る
最
初
の
四
月
一
日
か
ら
二
年
以

内
に
法
第
十
七
条
の
十
に
規
定
す
る
講
習
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
単
に
「
講
習
」
と
い
う
。
）
を
受

内
に
法
第
十
七
条
の
十
に
規
定
す
る
講
習
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
消
防
設
備
士
は
、
同
項
の
講
習
を
受
け
た
日
以
後
に
お
け
る
最
初
の
四
月
一
日
か
ら
五
年
以
内
に
講
習

２

前
項
の
消
防
設
備
士
は
、
同
項
の
講
習
を
受
け
た
日
以
後
に
お
け
る
最
初
の
四
月
一
日
か
ら
五
年
以
内
に
法
第

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
講
習
を
受
け
た
日
以
降
に
お
い
て
も
同
様
と
す
る
。

十
七
条
の
十
に
規
定
す
る
講
習
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
講
習
を
受
け
た
日
以
降
に
お
い
て
も
同
様
と

す
る
。

［
３

略
］

［
３

同
上
］

（
工
事
整
備
対
象
設
備
等
の
工
事
又
は
整
備
に
関
す
る
講
習
に
係
る
指
定
講
習
機
関
）

第
三
十
三
条
の
十
七
の
二

法
第
十
七
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
講
習
機
関
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単

［
新
設
］

に
「
指
定
講
習
機
関
」
と
い
う
。
）
の
指
定
は
、
講
習
を
行
お
う
と
す
る
法
人
の
申
請
に
よ
り
行
う
。

２

指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
は
、
当
該
法
人
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
指
定
を
受
け
よ

う
と
す
る
年
月
日
を
記
載
し
た
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

第
三
十
三
条
の
十
五
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
及
び
第
十
二
号
に
掲
げ
る
書
類

二

講
習
事
務
を
取
り
扱
う
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地
を
記
載
し
た
書
類

三

講
習
事
務
の
実
施
の
方
法
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

四

第
四
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
説
明
し
た
書
類

３

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
次
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
法
第

十
七
条
の
十
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

職
員
、
設
備
、
講
習
の
実
施
の
方
法
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
の
講
習
の
実
施
に
関
す
る
計
画
が
講
習
の
適

正
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
に
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。



二

前
号
の
講
習
の
実
施
に
関
す
る
計
画
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
に
必
要
な
経
理
的
及
び
技
術
的
な
基
礎
を
有

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

申
請
者
が
、
講
習
以
外
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
当
該
講
習
が

不
公
正
に
な
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

四

全
国
の
講
習
を
受
講
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
、
通
信
の
方
法
（
映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手

の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な
が
ら
講
義
又
は
演
習
を
す
る
方
法
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
を
い
う
。
）
又
は

当
該
通
信
の
方
法
及
び
対
面
に
よ
り
講
習
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

４

総
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
た
法
人
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、

法
第
十
七
条
の
十
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
以
外
の
者
で
あ
る
こ
と
。

二

そ
の
法
人
又
は
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
が
法
又
は
法
に
基
づ
く
命
令
に
違
反
し
て
、
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の

執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
法
人
で
あ

る
こ
と
。

三

第
八
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
一
条
の
四
第
二
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
さ

れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
法
人
で
あ
る
こ
と
。

四

第
八
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
一
条
の
四
第
二
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
の

日
前
三
十
日
以
内
に
そ
の
取
消
し
に
係
る
法
人
の
業
務
を
行
う
役
員
で
あ
っ
た
者
で
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二

年
を
経
過
し
な
い
も
の
が
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
と
な
っ
て
い
る
法
人
で
あ
る
こ
と
。

５

総
務
大
臣
は
、
法
第
十
七
条
の
十
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
指
定
を
受
け
た
者
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
当
該
指
定
を
し
た
日
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

指
定
講
習
機
関
は
、
そ
の
名
称
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
し
よ
う

と
す
る
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
そ
の
旨
を
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

第
一
条
の
四
第
九
項
か
ら
第
十
五
項
ま
で
、
第
十
六
項
（
第
五
号
を
除
く
。
）
、
第
十
七
項
か
ら
第
二
十
一
項

ま
で
及
び
第
二
十
二
項
（
第
一
号
及
び
第
二
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
指
定
講
習
機
関
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
条
の
四
第
十
項
中
「
第
二
条
の
三
に
定
め
る
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
三
条
の
十
七

第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
」
と
、
同
条
第
十
六
項
第
二
号
中
「
実
施
場
所
」
と
あ
る
の
は

「
実
施
場
所
又
は
実
施
方
法
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
修
了
証
の
交
付
の
有
無
」
と
あ

る
の
は
「
前
号
の
受
講
者
の
う
ち
、
講
習
修
了
証
明
を
受
け
た
者
及
び
そ
の
年
月
日
」
と
、
同
条
第
十
七
項
及
び

第
二
十
一
項
第
一
号
中
「
第
三
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
三
条
の
十
七
の
二
第
三
項
各
号
」
と
、
同
項
第

二
号
中
「
第
四
項
第
一
号
又
は
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
三
条
の
十
七
の
二
第
四
項
第
一
号
、
第
二
号
又

は
第
四
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
消
防
法
及
び
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お

け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

２

消
防
法
及
び
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お

け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
総
務
省
令
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
第
一
及
び
別
表
第
三
中
「
第
三
十
一
条
の
七
第
二
項
」
の
下
に
「
、
第
三
十
三
条
の
十
七
の
二
第
八
項
」
を

加
え
る
。
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○
消
防
庁
告
示
第
三
号

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
第
三
十
三
条
の
十
七
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十

六
年
消
防
庁
告
示
第
二
十
五
号
（
消
防
法
施
行
規
則
第
三
十
三
条
の
十
七
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
工
事
整
備
対
象
設

備
等
の
工
事
又
は
整
備
に
関
す
る
講
習
の
実
施
に
関
し
必
要
な
細
目
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
一
月
二
十
六
日

消
防
庁
長
官

原

邦
彰

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
二

講
習
科
目
及
び
講
習
時
間

第
二

［
同
上
］

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

一
の
講
習
修
了
後
三
十
分
間
程
度
（
講
習
科
目
ご
と
に
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
合
計
三
十
分
間
程
度
）
の

三

一
の
講
習
修
了
後
三
十
分
間
程
度
の
効
果
測
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

効
果
測
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
三

講
習
修
了
証
明

第
三

［
同
上
］

課
程
を
修
了
し
た
者
に
対
し
て
は
、
消
防
設
備
士
免
状
に
そ
の
旨
を
記
載
し
、
又
は
別
記
様
式
第
一
の
修
了
証

課
程
を
修
了
し
た
者
に
対
し
て
は
、
消
防
設
備
士
免
状
に
そ
の
旨
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

を
発
行
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四

そ
の
他
講
習
の
実
施
に
関
し
必
要
な
細
目

第
四

［
同
上
］

一

講
習
の
日
時
、
場
所
等
の
公
示

一

［
同
上
］

講
習
を
実
施
す
る
日
時
、
場
所
そ
の
他
講
習
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
都
道
府
県
知
事
（
総
務
大
臣

講
習
を
実
施
す
る
日
時
、
場
所
そ
の
他
講
習
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
都
道
府
県
知
事
が
あ
ら
か
じ

が
指
定
す
る
市
町
村
長
そ
の
他
の
機
関
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
あ
ら
か
じ
め
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。

め
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。

二

受
講
申
請
手
続

二

［
同
上
］

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
二
の
消
防
設
備
士
受
講
申
請
書
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
の
消
防
設
備
士
受
講
申
請
書
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添

を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

付
し
て
、
こ
れ
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

［

・

略
］

［

・

同
上
］

(一)

(二)

(一)

(二)

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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別
記
様
式
を
別
記
様
式
第
二
と
す
る
。

附
則
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。




